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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成31年3月22日(2019.3.22)

【公開番号】特開2017-146474(P2017-146474A)
【公開日】平成29年8月24日(2017.8.24)
【年通号数】公開・登録公報2017-032
【出願番号】特願2016-28496(P2016-28496)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  21/18     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/16     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   21/18     １２１　
   Ｇ０３Ｇ   21/16     １４７　
   Ｇ０３Ｇ   15/00     ５５１　

【手続補正書】
【提出日】平成31年2月1日(2019.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　感光体と、前記感光体に作用し、中空の芯金軸と前記芯金軸を被覆する被覆層とを有す
るローラと、前記ローラを回転可能に支持するローラ支持部と、前記ローラの長手方向に
関して前記ローラの位置を規制する規制部と、を備えるカートリッジにおいて、
　前記ローラは、前記芯金軸に嵌合して固定される端部部材を有し、前記端部部材は、前
記芯金軸に固定された状態で前記芯金軸の前記長手方向の端部を覆うフランジ部と、前記
規制部に当接することで前記ローラの前記長手方向の位置が規制される被規制面と、を備
えていることを特徴とするカートリッジ。
【請求項２】
　前記被規制面は、前記フランジ部の前記ローラの前記長手方向の外側に設けられている
ことを特徴とする請求項１に記載のカートリッジ。
【請求項３】
　前記ローラの回転軸線を中心とした前記被規制面の最大外径は、前記ローラの前記回転
軸線を中心とした前記フランジ部の最大外径より小さいことを特徴とする請求項１又は２
に記載のカートリッジ。
【請求項４】
　前記被規制面は、前記芯金軸の前記長手方向と直交する面であることを特徴とする請求
項１乃至３のいずれか一項に記載のカートリッジ。
【請求項５】
　前記ローラを前記感光体に向けて付勢する付勢部材を有することを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか一項に記載のカートリッジ。
【請求項６】
　給電部から給電を受ける給電部材を有し、
　前記ローラは、前記給電部材と接触する前記付勢部材を介して給電されることを特徴と
する請求項５に記載のカートリッジ。
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【請求項７】
　前記給電部材は、前記長手方向に関して、前記感光体に駆動力を入力される側とは反対
側に設けられていることを特徴とする請求項６に記載のカートリッジ。
【請求項８】
　前記ローラは、前記長手方向に関して、前記感光体に前記駆動力を入力される側が、前
記給電部材が設けられている側に対し、前記感光体の回転軸を中心として前記感光体の回
転方向上流側に位置するよう、前記感光体の回転軸に対して前記ローラの回転軸が傾けら
れていることを特徴とする請求項７に記載のカートリッジ。
【請求項９】
　前記ローラは前記感光体を帯電する帯電ローラであることを特徴とする請求項１乃至８
のいずれか一項に記載のカートリッジ。
【請求項１０】
　前記ローラは前記感光体にトナー像を現像する現像ローラであることを特徴とする請求
項１乃至８のいずれか一項に記載のカートリッジ。
【請求項１１】
　前記ローラは前記感光体に形成されたトナー像を被転写体に転写させる転写ローラであ
ることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載のカートリッジ。
【請求項１２】
　感光体と、前記感光体に作用し、中空の芯金軸と前記芯金軸を被覆する被覆層とを有す
るローラと、前記ローラを回転可能に支持するローラ支持部と、前記ローラの長手方向に
関して前記ローラの位置を規制する規制部と、を備え、記録媒体に画像を形成する画像形
成装置であって、
　前記ローラは、前記芯金軸に嵌合して固定される端部部材を有し、前記端部部材は、前
記芯金軸に固定された状態で前記芯金軸の前記長手方向の端部を覆うフランジ部と、前記
規制部に当接することで前記ローラの前記長手方向の位置が規制される被規制面と、を備
えていることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１３】
　前記被規制面は、前記フランジ部の前記ローラの前記長手方向の外側に設けられている
ことを特徴とする請求項１２に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　前記ローラの回転軸線を中心とした前記被規制面の最大外径は、前記ローラの前記回転
軸線を中心とした前記フランジ部の最大外径より小さいことを特徴とする請求項１２又は
１３に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　前記被規制面は、前記芯金軸の前記長手方向と直交する面であることを特徴とする請求
項１２乃至１４のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１６】
　前記ローラは前記感光体を帯電する帯電ローラであることを特徴とする請求項１２乃至
１５のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１７】
　前記ローラは前記感光体にトナー像を現像する現像ローラであることを特徴とする請求
項１２乃至１５のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１８】
　前記ローラは前記感光体に形成されたトナー像を被転写体に転写させる転写ローラであ
ることを特徴とする請求項１２乃至１５のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明の代表的な構成は、感光体と、前記感光体に作用し、
中空の芯金軸と前記芯金軸を被覆する被覆層とを有するローラと、前記ローラを回転可能
に支持するローラ支持部と、前記ローラの長手方向に関して前記ローラの位置を規制する
規制部と、を備えるカートリッジにおいて、前記ローラは、前記芯金軸に嵌合して固定さ
れる端部部材を有し、前記端部部材は、前記芯金軸に固定された状態で前記芯金軸の前記
長手方向の端部を覆うフランジ部と、前記規制部に当接することで前記ローラの前記長手
方向の位置が規制される被規制面と、を備えていることを特徴とする。
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